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論　　　説

〔論　　説〕

米国の州司法長官による代表訴訟の根拠規定と判例の
動向

　　　　　　　　　　　　　　　　佐　野　つ　ぐ　江

はじめに
　本稿は、「米国における消費者被害の一括的救済制度」と題する論文の後編

部分である。上記論文の前編は、月刊誌「国際商事法務」に４回にわたり継続

して掲載していただき、後編を本誌に掲載させていただくこととした。ゆえに、

本稿に付してある章立てが途中からとなっていることをお許しいただきたい 1。

Ⅲ　州の Parens Patriae 規定

２．州法上の Parens Patriae 規定
（２）反トラスト法違反行為による被害者である州民を代表すること

　第２の定義である、州司法長官に代表される被害者の範囲に関して、連邦法

の規定では、州民である自然人に限定される。次に掲げる州の州法においては、

州民だけでなく州内の事業者及び政府機関をも被害者に含む規定がみられる。

①アラスカ州

　アラスカ州法 45.50.577 条は、州民だけでなく州内の事業者及び政府機関を

代表して PPA（Parens Patriae Action，以下「PPA」と略す。PPA とは、州

司法長官が州民の利益を保護するために提起する代表訴訟をいう。）を提起す

ることができると規定する。

「⒜州司法長官は、州法 45.50.562 ～ 45.50.570 条に規定する違反行為に対して、

直接・間接を問わず州及び州の機関を代表して損害賠償請求の民事訴訟を

提起することができる。
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⒝州司法長官は、州民、州の事業者及び政府機関を代表する Parens Patriae

として、州の名において損害賠償請求の民事訴訟を提起することができる。

⒞裁判所（第１審裁判所：Superior Court）は、同様の損害に対して既に賠

償を得た者、⒠項の規定に基づき脱退した者を除かなければならない。

⒟裁判所は、⒜及び⒝に基づき３倍額賠償と訴訟費用・妥当な弁護士費用を

州司法長官に与える。

⒠通知は公告とする。脱退をする者は、通知後一定期間内に手続をする。

⒡当該訴訟の最終判決は、脱退した者を除き、脱退に失敗したものを含めて

すべてのメンバーに対して既判事項となる。

⒢⒝項の訴訟の終了・解決は裁判所の承認を必要とし、その通知は公告に

よってなされる。

⒣賠償金は、①裁判所の裁量により分配されるか、②民事制裁金として州の

一般会計に入金され、公的な目的のために州の永久基金とする。裁判所に

よって決定された分配手続は、政府機関或いはメンバー個人にとって妥当

な賠償金が保証されなければならない。

⒤本章に基づいて 45.50.562 ～ 45.50.570 条規定の間接的な損害については、

州司法長官のみが賠償請求することができる。」

　以上のように、同州の Parens Patriae の条文は詳細に規定されているにも

かかわらず、当該規定に基づく事件はなく、PPA は連邦法に基づく企業結合

事件１件のみである。初期の州訴訟では、上記条文と矛盾する判断がなされた。

この事件は、農業用肥料製造業者から肥料を購入した政府機関、州立大学及び

末端購入者を州が代表して損害賠償を請求した事件 2 であるが、裁判所は州の

代表性と間接的購入者の請求権を否定した。当該判断は、この事件係争中に出

されたイリノイブリック事件連邦最高裁判決からの影響が考えられるが、おそ

らく上記条文は事件後に改正されたのではないかと思われる。また、上記条文

⒣項を基準とすれば、同様に初期の州訴訟２件において民事制裁金が課された

事件があり 3、当該民事制裁金が損害賠償の代替であると推定することは可能
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である。同州においては、州の単独訴訟が７件あり、上記条文の文脈からこれ

らの事件の大部分は、PPA であると捉えることが可能である。

②コネチカット州

　コネチカット州法 35-32 条における州司法長官の Parens Patriae の規定は、

連邦法に比較して広い権限を規定している。

「⒜州司法長官は、州の名において州民を代表して本章の規定を実施し、違

反とされる行為を調査し、訴訟提起する権限を有する。

⒝州司法長官は裁量により、本章の違反行為に関して係争中のすべての裁判

所（第１審裁判所：Superior Court）における訴訟に参加することができる。

⒞州司法長官は、本章の規定する違反行為に対して⑴州民の被った損害のた

めに、州民を代表する Parens Patriae として、⑵州或いは行政機関の一

般経済に対する損害のために Parens Patriae として、訴訟提起すること

ができる。

⒟州司法長官は、連邦法の違反行為に対して連邦地方裁判所に、Parens 

Patriae として州民の被害或いは州もしくは行政機関の一般経済に対する

損害のために訴訟提起することができる。」

　同州の規定は、州法上及び連邦法上のいずれも、州司法長官の Parens 

Patriae の権限を州民のみでなく、州或いは行政機関をも代表する者として、拡

張的に規定していることが特徴である。同州の Parens Patriae 規定に基づく訴

訟は多く、州法に基づく PPA は 20 件、連邦法に基づく PPA は２件あり、事件

の多くは同意判決で解決されている。不動産業者とその連盟による仲介手数料

の拘束に対して差止請求のみを行った事件 4 の他に、同州の事件の特徴として

挙げられるのは、Parens Patriae 規定に基づく訴訟において必ずしも損害賠償

を請求するのではなく、訴訟費用や弁護士費用の他に民事制裁金を被告から徴

収している事件が多いことである。勝訴した州の獲得した金額が明らかな事件

に関して、州法に基づく PPA とその規定が引用されていない州訴訟を比較する

形で列挙すると、以下の通りである。同意判決事件は、（CD）と略して記す。
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（ⅰ）州の Parens Patriae 規定を引用した事件

⑴ミシン製造業者の再販売価格拘束に対して、民事制裁金・訴訟費用・弁護士

費用として５万ドルの支払い命令 5（CD）。 

⑵ガソリン小売業者９社による価格拘束に対して、民事制裁金・訴訟費用・弁

護士費用として各被告に 750 ドル、総額 6,750 ドルの支払い命令 6（CD）。

⑶賃貸アパートの所有者による賃貸と引越しサービス業者の抱き合わせ販売に

対して、被害者への返済金３万 500 ドルを州司法長官に支払い命令 7（CD）。　

⑷パン製造業者５社による価格拘束に対して、各社に民事制裁金・訴訟費用と

して１千ドルから 2500 ドルの支払い命令 8（CD）。

⑸医療用ガスの販売業界における価格拘束に対して、１万５千ドルを州司法長

官に支払い命令 9（CD）。

⑹不動産の抱合わせ販売に対して、５千ドルの訴訟費用の支払い命令 10（CD）。

⑺植木業者の価格拘束に対して、1,204 ドルの支払い命令 11（CD）。

⑻石がまちメーカーの価格拘束に対して、２業者に総額３万１千ドルの支払命

令 12（CD）。

⑼菓子業者の小売価格拘束に対して、５万ドルを苦情処理のために支払命令

13（CD）。

⑽スーパーの価格拘束に対して、州内のいずれのスーパーでも利用可能な総額

300 万ドル分のクーポンを発行すること、その他に弁護士費用と訴訟費用の

支払い命令 14。

⑾ごみ収集業者の価格拘束に対して、民事制裁金１万ドル、消費者への返済基

金へ８万２千ドル、和解基金（a settlement administration fund）へ３万ド

ルの支払い命令 15（CD）。

⑿ごみ処理業者の価格拘束に対して、消費者への返済基金３万ドル、和解基金

4,500 ドルの支払い命令 16（CD）。

⒀運送業者の価格拘束に対して、消費者への返済及び和解基金へ 5,400 ドルの

支払い命令 17（CD）。

⒁運送業者の価格拘束に対して、消費者への返済金及び和解基金へ総額１万ド
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ルを支払い命令 18（CD）。

⒂乳製品卸の価格差別に対して、５千ドルを差別された個人へ、民事制裁金と

して１万ドル、訴訟費用・弁護士費用として１万ドルの支払い命令 19（CD）。

（ⅱ）州の Parens Patriae 規定が引用されていない事件

⑴ボート所有者によるレンタルと保管の抱き合わせ販売に対して、150 ドルの

調査費用の支払い命令 20。

⑵酒類小売業者の価格拘束に対して、９千ドルの弁護士費用及び訴訟費用の支

払い命令 21（CD）。

⑶自動車販売業者の抱き合わせ販売に対して、民事制裁金５千ドル、弁護士費

用 2,500 ドル、訴訟費用及び調査費用 750 ドルの支払い命令 22（CD）。

⑷酒類小売業４社の協同公告による価格拘束に対して、４千ドルを弁護士費用・

訴訟費用・調査費用として支払い命令 23（CD）。

⑸検査ボーリング産業連盟による価格拘束に対して、民事制裁金・弁護士費用・

訴訟費用として 2,500 ドルの支払い命令 24（CD）。

⑹道路修復財の価格拘束に対して、３万ドルの支払い命令 25（CD）。

⑺道路修復機具の価格拘束に対して、８万５千ドルの支払い命令 26（CD）。

⑻賃貸アパートの価格拘束に対して、１万ドルの訴訟費用及び弁護士費用の支

払い命令 27（CD） 。

⑼酒類小売販売業者の価格拘束に対して、弁護士費用及び訴訟費用として 2,200

ドルの支払い命令 28（CD）。

⑽アスファルト業者の市場割当及び価格拘束に対して、７万５千ドルの支払い

命令 29（CD）。

⑾アスファルト材の市場割当及び価格拘束に対して、８万５千ドルの支払い命

令 30（CD）。

⑿不動産販売の抱き合わせ販売に対して、２万ドルを和解基金（その内５千ド

ルは弁護士費用、訴訟費用）に支払い命令 31（CD）。

⒀リムジンサービスの顧客・市場制限に対して、民事制裁金・弁護士費用・訴

訟費用として２千ドルの支払い命令 32（CD）。
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⒁ごみ処理業者の価格拘束に対して、６名個人に各自５千ドル、総額３万ドル

の民事制裁金の支払い命令 33（CD）。　

⒂おもちゃメーカーの再販価格拘束に対して、５万ドルの支払い命令 34（CD）。

　以上、30 事件において総額約 374 万 7,500 ドルの支払いが違反者に命じられ

た。同州の事件においては、上記条文の引用の有無に係わらず、大多数の事件

が同意判決により、被告に対して金銭的支払いが課されており、州への支払い

の比重が大きい。これらの事件から推測できることは、第１に、反トラスト法

違反に対する同州の執行は活発であり、被害者の被害回復に重点を置いてい

ることである。第２に、州内の一部の地区を市場とする違反行為者に対して

も、Parens Patriae の権限に基づいて訴訟提起している事件が複数あることで

ある。第３に、PPA と州訴訟の差異は、PPA においては損害賠償金の支払い

を命じる判決が多いものの、その他の点における両訴訟形態に差はみられず、

PPA と州訴訟はどちらも同様の機能を果たしていると思われる。むしろ、同

州の Parens Patriae の規定の文脈からすれば、各事件において上記条文の引

用の有る無しに係らず、州単独訴訟 60 件の大部分は実質的に PPA であると

捉えることが可能である。

③アイオワ州

　アイオワ州法 I.13.2 条は、州司法長官の責任規定（14 項）の中で以下のよう

に規定する。

「１. 州が当事者、或いは州の利益に関する訴訟は、第１審裁判所（Appellate 

Court）に提起する。

 ２. 州司法長官の判断或いは知事・行政委員会等の要請により、州は当事者

として刑事及び民事に関する訴訟をすべての裁判所に対して提起するこ

とができる。」

　次に、刑法及び刑事手続規定において、Parens Ptrisae について２ヵ所にお

いて規定する。
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XVI.706A.3 条⑿「州司法長官は、州の一般経済、資源、福祉のために

Parens Patriae の権限に基づいて民事訴訟を提起し、本章に違反した被告

が当該違反行為によって得た利益の３倍額を賠償金として請求すると共

に、訴訟費用と妥当な弁護士費用及び調査費用を請求することができる。

当該請求は、違反行為からの直接・間接を問わない。」

XVI.714.16 条⒂「州司法長官は、連邦電信電話規制法・消費者詐欺規制法（Pub.

L.No.103-297）に基づき、州民を代表して Parens Patriae の権限において

同法上、追求可能なすべての執行を行うことができる。」

　同州における州司法長官による事件は６件のみであり、それらのうち PPA

は１件である。掃除機の価格拘束事件において、連邦地裁は、州法 13.2 条２項

及び HSR 法を根拠として州司法長官の Parens Patriae の権限を認めている 35。

　メリーランド州法及びオハイオ州法並びにユタ州法も、州民だけでなく行政

機関、政府機関等すべての公的機関を代表することができるとし、州司法長官

の Parens Patriae の権限を規定している。

④メリーランド州

　メリーランド州法 11-209 条は、以下のように規定する。

「⒜州司法長官は、11-204 条に違反する行為に対して、現在の違反行為及び

将来の違反行為を禁止する。裁判所（第１審裁判所：Circuit Court）は、

差止命令のみならず、違法利益の返還を命ずるとともに、民事制裁金とし

て各違反行為に対して、10 万ドル以下の罰金を州の一般会計に支払うこ

とを命ずることができる。

⒝合衆国、州或いは如何なる政府機関も、本条の下において人としての提訴

権限を有し、損害賠償或いは差止請求をすることができる。当該権限は、

違反行為者に対して直接或いは間接的な関係によらない。差止請求には訴

訟費用と妥当な弁護士費用が含まれる。被害者は３倍額賠償と訴訟費用及

び妥当な弁護士費用を請求することができる。州司法長官は、州の公的機

関或いは住民を代表して、Parens Patriae の権限に基づいて州法及び連邦
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　法上の損害賠償を請求することができる。

⒞ PPA は、同一の違反行為者に対する如何なるクラスアクションにも優先

する訴訟として位置づけられる。」

　同州における上記条文に基づく訴訟は３件あり、そのうちの１件は高速道路

建設の談合事件において、被告に対して、違反者は損害回復のために５年間で

総額 20 万ドルを支払う旨の同意判決 36 が下された。他の１件は、1984 年に被

告が再販売価格の拘束を共謀したとして、州司法長官が消費者を代表した事件

で、間接的購入者のための賠償請求権は認められないこと、訴訟提起時に被告

の行為が継続していたことの立証がないとして州司法長官が敗訴した 37。上記

条文は間接的購入者の権限を認める内容と思われるので、1984 年以降に当該

権限を認める旨の改正がなされたものと思われる。残る１件は、自動車購入者

によるクラスアクションに州司法長官が上記条文に基づいて参加した事件で、

総額 1,180 万ドルの和解金が支払われた 38。連邦法に基づく PPA は、大陪審

への資料請求に関する事件がある。

⑤オハイオ州

　オハイオ州法 1.109.81 条は、以下のように規定する。

　「州司法長官は、反トラスト訴訟において州のために弁護人として活動す

る。それは、州の行政機関、政府機関等すべての公的機関及び州民を代表する

Parens Patriae としての権限を意味する。州司法長官は、州或いは連邦政府の

提起した反トラスト訴訟において、公平な救済或いは損害賠償を請求する権

限を有する。州司法長官は、当該訴訟において従事した時給を得ることがで

き、また、賠償金から報酬を受けることができる（第１審裁判所：Court of 

Common Pleas）。」

　同州の PPA は、３件とも上記条文に基づいて提起されている。タクシー運

行業者による供給制限、独占の企図、競争業者と企業結合による独占の形成に

対する訴訟 39 は、賠償金の 10% は州司法長官の反トラスト特別会計に計上さ

れると判示されているが、具体的な賠償金額は明示されていない。生ごみ粉砕
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機サービスの価格拘束・取引制限事件は、被告が 70 万ドルを賠償する旨の判

決が下されている 40。ミルクの談合事件 41 も、具体的な賠償金額は不明である。

その他に州訴訟において、個人病院が加入する病院連盟の保険規定のシャーマ

ン法１条違反に対する民事制裁金として、違反行為の継続された期間１日につ

き 500 ドルの民事制裁金（各違反行為につき最高１万ドルまで）が命じられた 42

他、医療費の前払い及び料金拘束に対して、違反者は弁護士費用及び訴訟費用

の代替として５万ドルを州の指定した個人病院に寄付する旨の判決が下されて

いる 43。

⑥ユタ州

　ユタ州法 76-10-918 条は、以下のように規定する。

「⑴州司法長官は、本法の違反行為に対して州の名において、州のすべての

公的機関或いは州に居住する自然人を代表する Parens Patriae として差

止、損害賠償、民事制裁金を求めて訴訟提起することができる。

⑵違反行為者個々人は、各違反行為について 10 万ドルを上限とした民事

制裁金を課される。その他の違反者（事業者）は、各違反行為について

50 万ドルを上限とする民事制裁金を課される（第１審裁判所：District 

Court）。」

　同州には６件の州訴訟があるが、上記条文或いは連邦法に基づく PPA はない。

⑦バージニア州

　バージニア州法 59.1-9.15 条は、以下のように規定する。

　「州司法長官、州弁護士、郡を代表する郡検察官、都市を代表する市の弁護士、

町を代表する町の弁護士は、本章の違反行為に対して差止及び損害賠償訴訟を

提起することができる。裁判所（第１審裁判所：Circuit Court）は、勝訴した原

告に対して訴訟費用と妥当な弁護士費用を与えることができる。州或いは州の公

的機関の受けた損害は実損害賠償であるが、違反行為が故意の場合には３倍額

まで賠償額を増額することができる。州司法長官は、州の一般経済に対する損

害を代表して Parens Patriae の権限に基づいて訴訟提起することができる。」
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　同州の PPA は連邦法に基づく大陪審の資料請求に関する事件 44 がある。州

法に基づく訴訟は、上記州法に基づく事件が４件ある。

⑴美術関連の再販売価格の拘束に対して、同意判決により１千ドルの民事制裁

金の支払い命令 45。

⑵移動住宅に関する抱き合わせ販売に対して、複数の被告に合わせて 10 万ド

ルの民事制裁金と訴訟費用・弁護士費用として１万１千ドルの支払い命令 46。

⑶同じく移動住宅の抱き合わせ販売に対して、５万ドルの州への支払い命令 47。

⑷争点が被告主張の時効と原告適格に関する事件で金額は明らかではない 48。

　同州の州訴訟において、金銭的負担が被告に課された事件は、以下３件であ

る。

⑴ボート業者の抱き合わせ販売事件は、500 ドルの民事制裁金及び 250 ドルの

訴訟費用の支払い命令 49（CD）。

⑵同様の事件で他のボート業者の抱合わせに対して、750 ドルの民事制裁金及

び 250 ドルの訴訟費用の支払い命令 50（CD）。

⑶医薬品事業者と医師の価格拘束及びボイコットに対して、違反者は賠償金

２万ドル、民事制裁金５万ドル、将来起こり得る反トラスト法上の消費者訴

訟の資金のために州司法長官の反トラスト口座に 10 万ドル、総額にして約

17 万ドルの支払い命令 51（CD）。

（３）３倍額賠償、訴訟費用及び、妥当な弁護士費用の請求

　第３の定義である賠償金額に関して、連邦法上の賠償金は実損害の３倍額で

あり、その他に訴訟費用及び妥当な弁護士費用を被告に請求することができる。

次に掲げる州の規定には、賠償金額について連邦法とは異なる基準を規定して

いる。

①アーカンソー州

　州法 4-75-315 条は、実損害賠償を原則として以下のように規定している。



43

論　　　説

　「州司法長官は、州の名において違反行為者に対して訴訟提起することが

できる。違反行為者に対しては、一時的或いは永久の差止命令の他、各違反

行為に対して１千ドルを上限とする民事制裁金と、妥当な経費・調査費用と

弁護士費用を請求することができる。州司法長官は州民を代表して Parens 

Patriae の権限により違反行為者を提訴し直接・間接を問わず実損害の金銭

賠償を請求することができる（第１審裁判所：Circuit Court）。」

　同州には州訴訟が１件 52 あるのみで、上記条文が活用された事件はない。

　デラウェア州法、アイダホ州法、マサチューセッツ州法及びバージニア州法

は、実損害賠償を基本としつつ違反行為が当然違法に該当する場合或いは故意

の違反の場合には３倍額賠償を原告に与えると規定している。

②デラウェア州法 6.2108 条

「⒜州或いは如何なる公共団体も、本章の違反行為によって事業・財産に損

害を被った或いはそのおそれがある場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟

を提起し、訴訟費用、参考人及び州司法長官を含む弁護士のための妥当な

報酬を請求することができる（第１審裁判所：Superior Court）。

⒝州司法長官は、本章の違反行為によって事業或いは財産に損害を被った自

然人を代表して Parens Patriae の権限に基づいて損害賠償訴訟を提起す

ることができる。裁判所は、原告に対して訴訟費用、参考人及び州司法長

官を含む弁護士のための妥当な報酬を与えることができる。

⒞本章に関する訴訟において、裁判所はその裁量により、訴えられた行為が

故意であると認定した場合には、訴訟費用及び弁護士費用に加えて全損害

の３倍額の金銭賠償を被告に命じることができる。

⒟前記⒝の PPA によって得られた賠償金は、裁判所の裁量により分配或い

は州に支払われる。

⒠ PPA が提起された場合には、裁判所の監督下において、州司法長官は訴

訟の内容、時刻、方法を公告する。
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⒡ PPA のメンバーは、裁判所の指定した方法の通知によってメンバーから

脱退することができる。脱退を表明しなかった者は、最終判決の効力を受

ける。

⒢裁判所は、前記⒡によって脱退したものを除き、同じ損害による二重の賠

償を排除しなければならない。」

　同州においては３件の訴訟があり、PPA は１件である。キャンディの再販

売価格の拘束に対して上記条文を引用し、州司法長官に１万５千ドル、損害賠

償として１万ドル、訴訟費用と弁護士費用として５千ドルを支払う旨の同意判

決が下されている 53。その他の２件は、移動住宅に関する抱合わせに対して、

違反者は訴訟費用及び弁護士費用として 750 ドルの支払が命じられた事件 54

と、アスファルト業者の談合に対して、違反者は２万５千ドルの和解金支払い

が命ぜられている 55。

③アイダホ州

　アイダホ州法 48-108 条は、以下のように規定する。

　「本章に規定する違反行為を行ったものと州司法長官が認定した場合に

は、州の名において訴訟提起し、違反者に対して、実損害額賠償と差止を

請求することができる。民事制裁金は各違反行為に対して５万ドルを上限

とし、妥当な経費及び調査費用と弁護士費用を請求することができる。州

司法長官は、直接及び間接的に損害を被った州民を代表して州の名の下に

Parens Patriae の権限に基づき、州法 48-104 条或いは 48-105 条の違反者に

対して民事訴訟を提起し、損害賠償と訴訟費用・妥当な弁護士費用を請求す

ることができる。第１審裁判所（District Court）は、違反行為が 48-104 条

の当然違法に該当する場合或いは 48-105 条の故意の違反の場合には３倍額

を原告に与えることができる。PPA が提起された場合には、州司法長官は

公告による通知を行うものとする。裁判所が公告による通知が不十分である

と判断した場合には、適性手続により必要とされる通知を州司法長官に指示

する。被害者は、適切な金銭賠償を受ける機会を保障されなければならない。
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州司法長官は、同意判決による民事制裁金、州司法長官への妥当な費用、調

査費用と弁護士費用、損害賠償或いは侵害した財産もしくは金銭の返還の支

払を請求することができる。州司法長官は、州或いは州のすべての行政機関

を代表して、すべての反トラスト法の下で連邦裁判所に訴訟提起する権限を

有する。」

　同州においては、上記のように詳細な規定を有するにもかかわらず、州司法

長官による単独の訴訟は存在しない。

④マサチューセッツ州

　マサチューセッツ州法は、州法の２箇所において以下のように規定する。

ⅰ . 州司法長官による訴訟；PPA；裁判所の管轄権 XV.93.9 条

　「州司法長官は、本章４条から６条に規定する取引制限或いは取引妨害の

違反行為に対して、Parens Patriae として州の名において民事訴訟を提起す

る権限を有し、４条違反により自然人の受けた損害のために賠償金を請求す

ることができる。また４条から６条違反により州及び公的機関或いは行政機

関の損害と訴訟費用を請求することができる。10 条に基づいて刑事訴訟を

提起しない限りにおいて、民事訴訟を提起し、２万５千ドル以下の民事制裁

金を請求することができる。州或いは公的機関もしくは行政機関を代表した

訴訟において、第１審裁判所（Superior Court）は当該違反行為が故意によ

ると判断した場合には、訴訟費用及び妥当な弁護士費用の他に３倍額賠償を

被告に課することができる。PPA において、被告の価格拘束による損害額

の算定、賠償金の分配は裁判所の裁量に任される。賠償金の分配は、裁判所

の裁量により民事制裁金として扱われる場合も有り得る。本章の下で提起さ

れる訴訟については、裁判所が管轄権を有する。当該訴訟は、被告の居住地、

事業活動地、違法行為の一部或いはそのすべてが発生した地区、又は被告の

同意の上で Suffolk 郡の裁判所に提起される。」
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ⅱ . 損害賠償訴訟の提訴権、３倍額賠償、弁護士費用、差止　XV.93.12 条

　「本章に規定する違反行為により損害を被った者は訴訟提起し、実損害賠

償、訴訟費用及び妥当な弁護士費用を請求することができる。裁判所は、当

該違反行為が故意によるものと判断した場合には、３倍額賠償を命じること

ができる。９条の下で州司法長官が提起する州の訴訟は、州民を代表した

PPA であり、９条或いは 93A 章に規定するすべての民事訴訟において有効

である。当該訴訟は、被告の居住地、事業活動地、違法行為の一部或いはそ

のすべてが発生した地区、又は被告の同意の上で Suffolk 郡の裁判所に提起

される。」

　同州における訴訟 23 件のうち、連邦法に基づく事件が１件、上記条文に基

づく事件は 11 件である。被告に対する金銭的負担額の明らかな事件は、以下

の２件である。

⑴コンサート施設提供者の独占行為に対して、州が既に負担した被害者への返

済費用として、違反者は２万ドルの支払い命令 56（CD）。

⑵自動車車体修理に関して、違反者は民事制裁金・訴訟費用・弁護士費用を合

わせて８千ドルの支払い命令 57（CD）。

　その他の９事件は多くが違反者は同意判決により差止命令が下されている

が、金銭的負担は明らかではない。適用された州法の規定は明らかではないが、

被告に課された負担金の用途が州民への間接的分配ととれる特徴的な事件が３

件ある。

⑴内科医による保険事業者のボイコットに対して、違反者は民事制裁金・訴訟

費用・弁護士費用の代替として、州の行うクレーム処理のために２万 7,500

ドル、無料診療費用として１万ドルの支払い命令 58。

⑵健康管理機関による検眼医のボイコットに対して、違反者は５万ドルを家庭

内暴力シェルターに寄付、その他調査費用として７千ドルの支払い命令 59。

⑶葬儀業者の合併事件において、当該葬儀業者は、チャリティ機関へ１万５千

ドルを寄付、２万ドルを費用（複数事件において、単に「費用」と記しており、
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訴訟費用或いは調査費用か、明示していない。）として州に支払い命令 60。

⑤オレゴン州

　オレゴン州法 50.646.775 条は、以下のように規定する。

「⑴⒜州司法長官は、州の行政機関のために或いは州民を代表する Parens 

Patriae としての権限に基づき、州法 646.725 条或いは 646.730 条の違反行

為により政府或いは自然人の財産が侵害された場合には、実損害の金銭賠

償を求めて 646.790 条により適切な管轄権を有するすべての第１審裁判所

（Circuit Court）に民事訴訟を提起することができる。州司法長官は、違

反行為者に対して直接及び間接の被害者を代表する原告適格を有する。

⒞裁判所は、州に対して３倍額損害賠償と訴訟費用の請求を認める。裁判所

は、州司法長官に対して妥当な弁護士費用の請求を認める。

⒟裁判所は、被害者が被告との関係において間接的であり、州司法長官の主

張した被告の違反行為が当然違法でない場合には、実損害の賠償請求を認

めることができる。（⑵～⑷は、公告による通知、和解の承認、損害額の

概算等、HSR 法に沿った規定内容となっている。）

⑸賠償金の分配は、180.095 条によって確立された消費者保護及び教育資金

のために、賠償金から訴訟費用と妥当な弁護士報酬を充てることができ

る。賠償金の残額は、646.760 条に基づき民事制裁金として州に納入され

る。」

　同州の州訴訟 14 件はすべて同意判決であり、違反行為に対する適用条文

（646.725 条）は明示されているが、当該訴訟が上記条文に基づいて提起され

たことについては明示されていないので、PPA であるか否かは定かではない。

14 件中 11 件は、以下のように違反者に対して総額 14 万 3,300 ドルの金銭的負

担が課された。

⑴トラック配送業者の価格拘束に対して、違反者は民事制裁金１万４千ドル、

調査費用・弁護士費用６千ドルの支払い命令 61。

⑵チェーンソーの再販売価格の拘束に対して、違反者は民事制裁金・訴訟費用・
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弁護士費用として１万 3,500 ドルの支払い命令 62。

⑶ガソリンの小売価格拘束に対して、違反者は民事制裁金１万 500 ドルの支払

い命令 63。

⑷ガソリン小売価格の拘束に対して、違反者は民事制裁金２万ドルの支払い命

令 64。

⑸ポータブルトイレの価格拘束に対して、違反者は１万ドルの民事制裁金（そ

のうち 7,500 ドルは支払猶予）の支払い命令 65。

⑹市のレッカー移動サービスに関する談合に対して、違反者は賠償金として３

社に各２千ドル、１社に４千ドルの支払い命令 66。

⑺ガソリン小売価格の拘束に対して、違反者は調査費用・弁護士費用として

９千ドルの支払い命令 67。

⑻ガソリンの価格拘束に対して、違反者は調査費用 ･ 弁護士費用として８千ド

ルの支払いを命令 68。

⑼自動車部品修理に関する価格拘束に対して、違反者は調査費用・弁護士費用

として５千ドル、民事制裁金 2,500 ドル、消費者教育基金へ入金するために

州司法長官へ 2,500 ドルの支払い命令 69。

⑽墓地業者の市場割当、価格拘束に対して、違反者は民事制裁金として

１万１千ドル、調査費用として 27,500 ドルの支払い命令 70。

⑾健康管理業者６社による取引制限及びボイコット行為に対して、違反者は各

社 800 ドルを調査費・民事制裁金・弁護士費用として支払い命令 71。

以上の事件から、他の州に比較して高額ではないが、州司法長官の反トラスト

法違反行為に対する取組は堅調になされているようである。

⑥ロードアイランド州

　ロードアイランド州法 6-36-12 条は、間接的な被害者に対する賠償額を制限

する旨を規定する。
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「⒜州司法長官は、州の名において州民を代表して Parens Patriae として上

級第１審裁判所（Superior Court）に民事訴訟を提起し、本章に規定する

違反行為によって被った損害の金銭賠償を請求することができる。

⒝裁判所は、損害全体の３倍額と訴訟費用及び妥当な弁護士費用を州に与え

るものとする。

⒢当該訴訟において代表された個人或いは公的機関が、被告との関係におい

て間接的な被害者である場合には、裁判所は賠償金の額を制限するか或い

は賠償自体を否定することとする。

⒡賠償金の分配は裁判所の裁量により分配されるか、民事制裁金として州の

一般会計に納入され、いずれにしても被害者個々人に妥当な額の賠償金分

配の機会が保証されなければならない。」

　上記規定を引用した事件は、州司法長官が民事の情報開示を請求した事件に

おいて原告側が敗訴し 72、その他の事件での違反者の負担金は少額である。

（４）賠償金の被害者への分配方法

　第４の定義である賠償金の分配に関して、PPA により勝訴、或いは被告と

和解した州司法長官は、得られた賠償金・和解金を可能な限り被害者である州

民に直接、或いは近似的な賠償として分配する。

　コロラド州法 6-4-111 条は、以下のように規定する。

「⑴州司法長官は、本章に違反する行為に対して法執行する権限を有する。

⑵州司法長官は、州政府或いは公的機関を代表してそれらの機関の文書によ

る承諾の下に、直接間接を問わずそれらの事業或いは財産に受けた損害の

ために訴訟提起する権限を有し、実損害の賠償を請求することができる。

裁判所（第１審裁判所：District Court）が当該違反行為の当然違法を認

定した場合には、州司法長官は３倍額賠償を請求することができる。

⑶⒜州司法長官は、州民を代表して PPA を提起し、実損害賠償を請求する

ことができる。当然違法の場合には、３倍額賠償を請求することができる。
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⒝上記⒜の PPA において、州司法長官のメンバーに対する通知は公告が適

切とされ、又は裁判所の裁量により他の方法が採られる場合がある。当該

訴訟の和解その他の終結は裁判所の承認を必要とし、すべてのメンバーに

通知されなければならない。

⒞実損害或いは３倍額賠償が得られたすべての PPA において、賠償金が個

別分配には少額すぎる場合、州或いは政府機関もしくは公的機関の一般会

計に入金される。または、将来において消費者のために値引きされる或い

はクーポンとして利用することにより、被害者の損害回復方法を裁判所は

決定しなければならない。

⑷本章に規定するすべての訴訟において州司法長官が勝訴した場合には、調

査費用、訴訟費用、妥当な弁護士費用を請求することができる。」

　同州における民事訴訟は 15 件であり、それらすべての事件において州の

Parens Patriae 規定は引用されておらず、被告に賠償金の支払いを命じられた

事件はすべてクレイトン法 4c 条を引用している。敗訴した被告に対する金銭

的負担が明らかな事件は、次の５件である。

⑴賃貸住宅の価格拘束に対して、各テナントに５ドルを返済するよう命じられ

た 73。

⑵被告３社は、州内の高速道路建設或いは他の工事において談合を行っていた

として州から提訴され、同意判決が下された。被告らは、当該行為の禁止と

共に州の法務局と高速道路局に対して、総額 25 万ドルの支払いを命じられ

た 74。

⑶被告らは、多くの高速道路建設工事において競争制限の共謀を行ったとして

刑事訴追された。それを受け、州と市が３件の道路建設工事に関する損害賠

償請求訴訟を提起した。裁判所は原告が損害について十分立証したこと、損

害額の計算は妥当であると認めて、判決日から計算した利息及び妥当な弁護

士費用を含めて、総額７万 2,160 ドルの賠償金を原告に支払うよう命じた 75。

⑷高速道路建設工事に関する談合に対して、総額 157 万５千ドルを支払う内容
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の同意判決で解決された（40 万ドルは訴訟費用と弁護士費用、残りは州建

設省に入金される）76。

⑸川下りサービス業者による顧客及び地域割当・価格拘束に対して、調査費用

として 7,500 ドルの支払いを命じられた 77。

同州における事件の中で、州司法長官が州の人々を代表した事件は、不動産仲

介業者の協会に対する差止請求事件 78 １件のみである。

　同州において、被告に対する金銭的負担の総額は約 195 万ドルであるが、前

記⑴の賃貸住宅の価格拘束事件のように、各テナントへの返済金５ドルは明確

でも、テナント数が明記されていないために金銭的負担の総額が不明な事件や、

州に解決金を支払う旨の同意判決が下された高速道路建設の談合事件 79、州の

大学等の施設にコンクリートを販売する業者の談合に対して同意判決が下さ

れ、被告の支払う全額が反トラスト法執行のために使用されることは明らかで

あるが金額が不明な事件 80 がある。

（５）その他の州の Parens Patriae 規定

　上記以外の州で Parens Patriae の規定を有する州は、イリノイ州、ミズー

リ州、ネブラスカ州、オクラホマ州、サウスダコタ州、ウエストバージニア州

の６州である。

①イリノイ州

15ILCS205/4b 条：「州民を代表した Parens Patriae の権限に基づき、州の

名において連邦地方裁判所に提起された州司法長官の訴訟は、クレイトン

法 4c 条に基づく権限であり、州司法長官は弁護士費用を受けることがで

きる。」　

740ILCS 10/7 条：「⑴州司法長官及び複数の郡の州検察官は、本法３条違反

を原因として第１審裁判所（Circuit Court）に訴訟提起することができる。

⑵如何なる者も、３条違反行為により事業或いはその財産に損害を被った場

合には、裁判所に損害賠償訴訟を提起することができる。差止請求訴訟に
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　おいては、原告は訴訟費用と弁護士費用を請求できる。損害賠償訴訟にお

いては、3 条⑴或いは⑷の違反行為を原因とする場合、実損害の 3 倍額と

訴訟費用及び妥当な弁護士費用を請求できる。3 条⑵或いは⑶の違反行為

に対しては実損害賠償とするが、当該違反行為が故意による場合には、裁

判所の裁量により 3 倍額までの賠償を認めることができる。州、郡、自治

体、区、行政機関及び合衆国等は、人としての立場において本条の下で訴

訟提起することができる。州司法長官は、それらの機関を代表して本条及

び本条に相当する連邦法の下で損害賠償訴訟を提起できる。本法は、間接

的購入者の損害賠償請求権を否定するものではない。しかしながら、被告

に対して直接及び間接の両方の購入者が損害賠償を請求した場合、裁判所

は、訴訟併合や移送を含み同一の損害から二重賠償を回避するための措置

を講じなければならない。本法の違反行為による間接的購入者は、州司法

長官に代表されるメンバーの一員となることはできるが、クラスアクショ

ンを提起する或いはその一員となることはできない。

⑷本法及び連邦法の違反行為に対する刑事罰の代替として、州司法長官は州

の人々を代表して訴訟提起し、事業者に対して 100 万ドル以下の民事制裁

金、個人に対して 10 万ドルの民事制裁金を請求することができる。前記

⑵に基づいて訴訟提起する私人の権利は保障される。」

740 ILCS 10/7.8 条：「州司法長官は、州、郡、自治体、市町村及びその他の

行政機関を代表して連邦裁判所に訴訟提起し、連邦法に規定された損害の

賠償を請求することが出来る。当該訴訟は、各機関との協議により行うも

ので、機関の権限を損なってはならない。」

　同州における PPA は３件である。２件は、大陪審の保有する文書資料への

州司法長官による開示請求に関する事件 81 と、天然ガスパイプライン事件 82 で、

どちらも原告敗訴に終わっている。残る１件は、道路建設工事事件において総

額７万５千ドルの賠償金が命じられている 83。
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②ネブラスカ州

84-212 条「州或いは連邦法違反行為に対して、州司法長官は州の名において

民事訴訟を提起し、３倍額賠償を請求する権限を有する。同様の訴訟は、

損害を被った州民を代表する Parens Patriae としての権限に基づき、個々

の損害の立証をする必要なく、違法行為による超過利得が損害額として算

定される（第１審裁判所：District Court）。」

　その他、賠償金の分配、その他の費用、報酬等については他の州の規定と類

似している。賠償金の分配後の残金は、公立学校に分配されるための基金に入

金される。消費者保護法等その他の州法により、連邦法及び州の反トラスト法

違反、或いは不正競争防止法違反に対して、州司法長官が州及び政府機関を代

表して、或いは州民を代表する Parens Patriae の権限に基づき違反者を提訴

する場合は３倍額賠償を請求することができる。しかし、私人による賠償請求

は実損害賠償となっている。

　同州消費者保護法 59-821 条及び 59-1609 条は、購入者の直接・間接を問わず、

現実の損害或いは予想される損害について実質的な損害の程度を提示すること

なく、実損害賠償或いは差止を請求することができることを規定する。同州に

おいては、州訴訟が２事件 84 のみである。

③オクラホマ州法

79.205 条「A1. 同法に規定する違反行為により事業或いは財産に損害を被っ

たすべての私人は、第１審裁判所（District Court）へ民事訴訟を提起し、

差止或いは公平な救済もしくは３倍額賠償と共に、訴訟費用及び妥当な弁

護士費用を請求することができる。州司法長官は、州の名において州民を

代表する Parens Patriae として違反行為者を提訴し、差止或いは公平な

救済もしくは３倍額賠償と共に、訴訟費用及び妥当な弁護士費用を請求す

ることができる。

２. 当該 PPA においては、脱退した者及び既に損害賠償を得た者を除かなけ

ればならない。当該訴訟のメンバーに対する通知は公告で足りる。
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３. 当該 PPA の判決は、メンバー及び脱退しない者に対して既判事項となる。

B. クレイトン法４条或いは州法に相当するすべての連邦法の下で、損害賠

償を得た私人及び州の政府機関は、本法に基づく損害を受けることはでき

ない。

C. 違反行為の発見或いは発生のうちどちらか遅い日付から４年を経過した

後は、損害賠償請求することはできない。」

　同州においては、上記のような Parens Patriae 規定を有するにもかかわらず、

単独の州訴訟は存在しない。

④サウスダコタ州法

37-1-23 条「州司法長官は、州の名において州に居住する自然人を代表する

Parens Patriae として第１審裁判所（Circuit Court）に民事訴訟を提起し、

本章に規定する違反行為による損害の賠償を請求する権限を有する。」

　同州における州訴訟２件の内１件は CID に関する事件であり 85、他方の１

件は鉄道事業者に対して州が損害賠償を請求したが、違反行為により発生した

損害と州との関係において直接の因果関係がないとして、州の原告適格は否定

された 86。

⑤ウエストバージニア州法

47-18-17 条「⒜州司法長官は、州法或いは連邦法に基づいて州に居住する

自然人を代表する Parens Patriae として適切な連邦裁判所に訴訟提起し、

損害賠償を請求する権限を有する。

⒝当該訴訟においては、州司法長官のメンバーへの通知は公告を適当とし、

裁判所（第１審裁判所：Circuit Court）が公告による通知のみでは適正続

きに反すると判断した場合には、状況により別の方法を指示するものとす

る（以下、⒞から⒢までの規定は、HSR 法に類似する規定内容である）。

⒣裁判所は、賠償金の分配について、州民、公共団体、個々人への分配を適

切に行い、残額については州の一般会計に入金し、州の公共団体或いは公

衆のために利用する。」
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　同州においては５件の訴訟 87 があり、そのうち連邦法に基づく PPA が１件

ある。この事件は清涼飲料水業者の価格拘束事件で、被告に対してコーラ２リッ

トルボトルにつき 20 セントのクーポン券 25 万枚を配布するために５万ドル以

上を出資すること、和解金４万ドル、弁護士費用５万ドル、総額 14 万ドル以

上の支払いを命じられた 88。

３．他の州の規定
　次に掲げる州においては、州法上の Parens Patriae に関する明文の規定は

ないが、規定の内容から州司法長官が州或いは州民を代表して損害賠償訴訟を

提起する権限に関する規定がみられる。

①アラバマ州

欺瞞的取引規制法 8-19-10 条

「⒜本章に規定する違反行為者は、各消費者或いはすべての人の被った金銭

損害に対して、裁判所が決定した①実損害或いは 100 ドルのどちらか多い

金額、もしくは、②損害の３倍額、のどちらかを支払わなければならない。

裁判所の決定は、違反行為の回数、被害者の数、行為者の意図によって判

断される。

⒞ 本 章 に よ る 訴 訟 は、 被 告 の ビ ジ ネ ス の 本 拠 地 を 管 轄 す る 裁 判　　　　　　　　　　　　　　　　

所に提訴される。

⒡本章に基づいて訴訟提起した消費者は、クラスを代表することができず、

この場合には、州司法長官或いは地方検察官がそれらの被害者を代表する

権限を有する。州司法長官或いは地方検察官による訴訟においては、最少

額或いは３倍額賠償ではなく、実損害賠償と訴訟費用、妥当な弁護士費用

を与えることとする（第１審裁判所：Circuit Court）。」

ガソリン販売規制法 8-22-16 条

「⒜本章に規定する違反行為者は、各違反行為に対して、違反者は１万ドル

以下の民事制裁金の他、弁護士費用の支払と差止を課される。
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⒝民事制裁金と損害賠償訴訟は、州司法長官或いは全ての地方検察官によっ

て、管轄権を有する全ての裁判所に提起されうる。地方検察官が提訴し

た場合には、罰金の 70% は当該検察官の管轄する郡の財政に入金される。

州司法長官が提訴した場合には、罰金の 50% は提訴された郡（問題の発

生した郡）の財政に、残る 50% は州の財政に入金される。」

　前者の規定⒡によると、被害者が複数の場合の原告適格は州司法長官或いは

地方検察官のみであること、後者の規定⒝によると、ガソリンに関する損害賠

償訴訟も州司法長官或いは地方検察官のみであると解釈しうる規定となってお

り、被害者救済という意味における州司法長官及び地方検察官の役割は大きい

ものと思われる。しかし判例を見ると、同州の事件は２件のみである。液化ア

スファルトを購入した公共団体を州が代表して提起したクラスアクションは、

連邦民事訴訟規則 23 条に基づきクラスは承認された 89。また、石油業者の独

占行為が石油販売規制法に違反するとして、差止及び損害賠償を州が請求した

事件は、当該法律は憲法違反であるがすべてが違憲ではないとして差し戻され

た 90。

②アリゾナ州

41-192 条：「州司法長官は、行政機関、学区、自治体を代表して州或いは連

邦法訴訟を提起する権限を有する。」

44-1408 条：「A. 州、行政機関、その他の公的機関は、本章に規定する違反

行為により、事業或いは財産に損害を被った場合に、差止、公平な救済、

損害賠償を求めて訴訟提起し、課税対象の費用、妥当な弁護士費用を請求

することができる。

B. 事業或いは財産に損害を被った私人は、差止、公平な救済、損害賠償を

求めて訴訟提起し、課税対象の費用、妥当な弁護士費用を請求することが

できる。違法行為が当然違法と裁判所（第１審裁判所：Superior Court）

が判断した場合には、３倍額までの損害賠償が認められる。」

　同州においては 20 件以上の州訴訟がある中で、PPA は２件である。１件は、
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HSR 法を根拠とした複数の州による石油業者に対する価格拘束事件である 91。

残る１件は、法廷意見において Parens Patriae の文言があるのでも HSR 法を

引用しているのでもなく、前述した州法 41-192 条が引用されているのみであ

る。しかしながら、『Trade Cases』の「General Topical Index for 1984-1」す

なわち 1984 年上半期の判例集索引において、当該訴訟が州の反トラスト法の

執行における PPA として分類されている 92。同州の事件は、州訴訟として被

告に対して、違反者は金銭的負担を課した事件が 14 件と多く、以下に列挙する。

⑴洗車業者の価格拘束に対して、州に調査費用 1,680 ドルを分割払い、罰金

１千ドル、費用 3,500 ドル、州に１千ドル、４社で総額１万ドルの支払い命

令（CD）93。

⑵不動産仲介の手数料拘束に対して、法執行費用として１万ドルの支払い命令

（CD）94。

⑶バイク販売の価格拘束に対して、民事制裁金３万ドルの支払い命令（CD）95。

⑷ミルク販売業者の反トラスト法違反に対して、州司法長官が消費者を代表し

てクラスアクションを提起し、違反者は 500 万ドルの和解金及び７万ドルの

利息を支払う内容で和解した 96。

⑸不動産仲介サービスと販売に関する抱き合わせ販売に対して、訴訟費用とし

て２千ドルの支払い命令（CD）97。

⑹取引協会の広告制限及び手数料の拘束に対して、訴訟費用として 7,500 ドル

の支払い命令（CD）98。

⑺保険業者の市場割当に対して、違反者は同意判決により訴訟費用 750 ドルの

支払いを命じられた 99。

⑻自動車販売の価格拘束に対して、訴訟費用 4,500 ドルの支払い命令（CD）100。

⑼コンピューターソフトメーカーの談合に対して、調査費用、訴訟費用として

６万ドルの返済命令（民事制裁金・罰金ではないことが明示されている）101。

⑽自動車販売の価格拘束に対して、訴訟費用１万 4,500 ドルの州への返済命令 102。

⑾眼科と視力サービスの価格拘束に対して、民事制裁金１万ドルの支払い命令 103。

⑿眼科と視力サービスの価格拘束に対して、民事制裁金９千ドルの支払い命令 104。
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⒀不動産仲介業の抱き合わせ販売に対して、訴訟費用 5,500ドルの支払い命令 105。

⒁心理学 ･ 精神分析の医師会の違反行為に対して、訴訟費用として州への

１万１千ドルの返還命令 106。

②ジョージア州

45-15-3 条「⑹州司法長官は、州を代表してすべての裁判所にすべての民事

訴訟を提起する権限を有する。」

　同州の訴訟は、州の機関と一部地区住民によるクラスアクション１件 107 の

みで、州司法長官による民事訴訟は見当たらない。

④カンサス州　

50-103 条「⑹州司法長官は、損害を被った人或いは人々を代表して実損害

賠償を請求する権限を有する（第１審裁判所：District Court）。」

　また、50-162 条においては、州司法長官が州のすべての公的機関を代表し

て損害賠償請求訴訟を提起する権限を規定する。同州の民事訴訟は２件のみで、

うち１件の PPA は多州間訴訟で、連邦法を根拠としている 108。残る州訴訟の

１件は、アルコール飲料の最低価格に利益を加算する州法の規定の違憲性に関

する事件である 109。

⑤ケンタッキー州

　ケンタッキー州法は、KRS15.020 条において州司法長官は州内のあらゆる公

的機関を代表する権限を有し、訴訟等において得られた資金は州司法長官が当

事者として当該資金を扱う権限を有する旨を規定する（第１審裁判所：Circuit 

Court）。同州においては、公立学校に配給されるミルクの価格拘束及び地域

割当を行った複数の業者に対する事件が２件ある。1990 年の事件 110 及び 1996

年の事件 111 における具体的な賠償金額は明示されていない。

⑥ルイジアナ州　

51:137 条「如何なる人も、本法に違反する行為によって事業或いは財産に

損害を被った場合には、管轄権を有するすべての裁判所（第１審裁判所：

District Court）に、３倍額賠償と訴訟費用及び妥当な弁護士費用を請求
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　することができる（当該規定においては、間接的購入者の損害賠償請求は

否定される）。」

　同州法は Parens Patriae の権限規定を持たないが、判例においては明確に

州司法長官の Parens Patriae の権限を認めている 112。また、1995 年から 2000

年時点で同州の司法長官の職にある Richard P. Ieyoub は、州憲法（La. Const. 

art. Ⅳ , 8）が「州司法長官は、州の権利及び利益を保護するために必要な場合

には、①すべての民事訴訟を提起する或いはそれに参加することができる。②

すべての刑事訴訟において訴追を支援することができる、或いはアドバイスす

ることができるよう、地方検察官に対して文書で依頼することができる」こと

を規定していることを根拠として、州司法長官の Parens Patriae の権限を肯

定している 113。

⑦メーン州

10M.R.S.1104 条「州或いは公的機関を含むすべての人は、直接及び間接を問

わず州法違反行為により損害を受けた場合に、裁判所に民事訴訟を提起

し、３倍額賠償と訴訟費用、調査費用、妥当な専門家依頼費用、妥当な弁

護士費用を請求することができる（第１審裁判所：Superior Court。控訴

審はない。最高裁：Supreme Judicial Court）。」

　そして 5M.R.S.209 条は、違反行為者に対して州司法長官が州の名において

訴訟提起する権限を規定する。同州の判例 16 件の多くは、前記条文のいずれ

か或いは両条文を根拠として、違反者は同意判決により民事制裁金、賠償金、

訴訟費用等の支払いを命じられている。Parens Patriae の文言は見当たらない

が、被告に課された金銭的負担は金額が明らかな６事件の合計で 11 万 8,455

ドルとなっている。

⑴麻酔医 ･ 麻酔医協会の価格拘束及びボイコットに対して、調査費用として

５千ドルの支払い命令 114（CD） 。

⑵ごみ運搬業者による顧客割り当て及び価格拘束に対して、顧客への返済金と

して５万ドル、訴訟費用として２千ドルの支払い命令 115（CD）。
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⑶木材パルプの抱き合わせ販売及び購入制限に対して、調査費用として 5,400

ドルの支払い命令 116。

⑷農業用機材とポテトの抱き合わせ販売契約に対して、調査費用として１万

630 ドルの支払い命令 117（CD）。

⑸ニシン加工業者は、同業者の買収に対する同意判決に従わず、訴訟費用・弁

護士費用として 7,500 ドルの支払い命令 118。

⑹氷の卸販売における顧客 ･ 地域割り当てに対して、民事制裁金として事業者

は３万ドル、個人は５千ドル、調査費用 ･ 訴訟費用として 2,925 ドルの支払

い命令 119（CD）。

⑧ミシガン州

445.777 条「州司法長官、又は州司法長官の要請を受けた検察官は、州法違

反行為に対して州の名において裁判所（第１審裁判所：Circuit Court）に

訴訟提起し、公平な救済及び民事制裁金を課すことができる。民事制裁金

は、各違反行為に対して５万ドルを上限とする。」

　同州における事件は、刑事事件が４件、民事の州訴訟が４件である。ボート

業者の抱き合わせ販売に対して、１件は１万 7,100 ドルの民事制裁金、州司法

長官に 4,500 ドル（その内 1,500 ドルは郡に費用として支払う）の支払いを命

じられ 120、他の１件は調査費用３千ドルの支払いが命じられている。

⑨ミネソタ州　

　 ミ ネ ソ タ 州 法 は、sections 325D.09 条 か ら 325D.16 条 ま で 公 正 取 引 法、

sections 325D.49 条から 325D.66 条まで反トラスト法、section 325D.68 条から

325D.70 条まで消費者欺瞞規制法として規定されている。8.31 条 Subd. 3a 項は、

上記３法の違反行為に対する州司法長官の権限について次のように規定する。

8.31 条「前記法律の違反行為に対して、すべての被害者及び州司法長官は民

事訴訟を提起し、損害賠償、調査及び訴訟費用、妥当な弁護士費用と共に、

第１審裁判所（District Court）の決定により、公平な救済を請求するこ

とができる。」
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　同州における 20 件以上の州訴訟の内、被告に対して金銭的負担が課された

事件は 11 件である。PPA は、空気清浄器の欠陥事件が１件のみである。裁

判所は、被告に対して訴訟費用 10 万 4,165 ドル 20 セント、民事制裁金として

７万ドルの支払、及び同社製品購入者各自に 400 ドルの返却か、或いは欠陥補

修用のプレートを無料交換するという内容の原状回復措置を命じた。この法廷

意見は、「明確な規定はなくとも、Parens Patriae の権限はコモンロー上当然

に認められる」と述べている 122。

　同州の州訴訟は、違反行為者に課した金銭的負担の利用方法に特徴がある。

医師及び病院の反トラスト法違反に対し、１件は医師会がそのメンバー医師に

対して行った、健康管理費用の増加を抑制する旨の強要と患者の医療保険適

用範囲を制限する旨の強要に対し、民事制裁金５万ドルの他に５年間、無保

険者及び低所得者への医療サービスのために 10 万ドルを拠出する旨の判決を

下した 123。他の１件は、健康管理事業者３社の取引制限に対し民事制裁金 12

万５千ドルの他に、メンバーの医師及び病院が患者の無料診療費のために 45

万ドルを州に拠出する旨の判決を下している 124。その他の事件は、以下の通

りである。

⑴ミルク加工業者の再販売価格拘束に対して、民事制裁金として 2,500 ドルの

支払い命令 125。

⑵コンクリート業者による独占の企図に対して、プラントの分割及び５万ドル

の民事制裁金、調査費用として５千ドルの支払い命令 126。

⑶フェンスの製造業者３社による価格拘束に対して、賠償金１万９千ドルの支

払い命令 127。

⑷デパートとディーラー間における商品の再販売価格拘束に対して、州に１万

2,500 ドルの支払い命令 128。

⑸再販売価格の拘束に対して、3,319 ドルの賠償金及び 1,500 ドルの民事制裁

金の支払い命令 129。

⑹自動車車体修理業者による価格拘束に対して、各４社に民事制裁金２万５千

ドルの支払い命令 130。
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　以上のように、同州において、反トラスト法の違反行為に対する金銭的負担

が州の財政及び州民に直接的に還元される内容であることは、当該訴訟の法廷

意見或いはそこで引用された法律条文における Parens Patriae の文言の有無

に係わらず、実質的にみて、州訴訟と PPA の意義及び効果に違いはないとい

える。

⑩ミズーリ州

416.061 条「３. 州司法長官は、州、すべての行政機関、学区及び自治体を代

表して、州法或いは連邦法に基づいて第１審裁判所（Circuit Court）に訴

訟提起する権限を有する。」

27.060 条「州司法長官は、州のために州の名において、個人、事業者等を被

告として民事訴訟を提起する権限を有する。」

　同州における９件の州訴訟のうち、PPA は３件である。１件は、前記

27.060 条に基づいて州民ではなく州の利益を代表する権限において、州司法長

官の PPA を認めている 131。他の１件は、連邦法と州法のどちらを根拠とした

訴訟であるのか明確ではなく、法廷意見は Parens Patriae の権限に基づく提

訴について疑問視すると共に、被告の行為はシャーマン法の範疇にないボイ

コットであるとして、州の請求を否定した 132。残る１件は連邦法に基づく訴

訟であり、電話事業者の独占行為に対して、顧客各自に長距離電話利用料とし

て 1 ～ 5 ドルのプリペイドカードを配布する旨の、総額 67 万ドル以上の賠償

金支払が命じられた 133。その他の金銭的負担の事件は、以下の通りである。

⑴墓地業者の抱き合わせ販売に対して、２万ドル以下の民事制裁金の支払い命

令 134。

⑵内科医師協会の独占の企図に対して、416.061 条に基づき一定金額を州及び

チャリティに寄付する命令 135。

　同州に Parens Patriae の権限を明示した規定はないが、以上の判例から推

察できることは、州司法長官は 416.061 条及び 27.060 条の両規定に基づき、反

トラスト法違反の行為者から違法利益を回収し、被害者或いは州民の利益にな
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る方法で分配する役割を果たしていることを示している。当該役割は、PPA

の主要な役割と何ら変わりないといえる。

⑪モンタナ州

30-14-1413 条⑷⒜項「州の機関或いは郡検察官は、被害を受けた州民を代

表して損害賠償を請求することができる（第１審裁判所：District Court。

控訴審はない。最高裁：Supreme Court）。」

30-14-2015 条 ⑺項「州の機関、州司法長官、郡検察官は、同法による損害

を被った州民を代表して損害賠償を請求することができる。」

　同州の訴訟は２件のみであり、そのうち PPA は連邦法に基づく事件が１件

であるが、州側の立証不足により敗訴している 136。他の１件は、略奪的買占

め行為に対して、違反者は訴訟費用及び弁護士費用 2,500 ドルの支払が命じら

れた事件 137 である。

⑫ニュージャージー州

56:9-12 条「b. この規定における人とは、州内のすべての公的機関及び行政

機関を含む。州を代表する州司法長官、或いは州司法長官の許可を得た公

的機関・行政機関は、同法或いは連邦法違反行為による損害賠償請求権を

有する（第１審裁判所：Superior Court）。」

　同州における６件の民事訴訟のうち PPA は見当たらない。違反者に対する

金銭的負担額が明らかな事件は談合に関する２事件 138 のみであり、それぞれ

10 万ドルの民事制裁金が課されている。同州には、他に刑事訴訟が３件あり 139、

罰金刑或いは禁固刑を科した事件が存在する州は非常にまれである。

⑬ニューヨーク州

342-a 条「州司法長官は、本章 342 条に基づいて、本章に規定する違反行為

者に対して、罰則の代替措置として、州民を代表して州の人々の名におい

て訴訟提起し、罰金を請求することができる。」

342-b 条「州司法長官は、州のあらゆる公的機関を代表して訴訟提起し、本

章 340 条或いは連邦法に基づき損害賠償を請求することができる。州司法
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長官は、クラスアクションにおいてそのメンバー或いは州の公的機関を代表

し、訴訟費用及び訴訟業務に対する弁護士費用を受ける権限を有する。」

　同州における州訴訟は非常に多く、２以上の州或いは全国レベルの PPA を

同州が代表した事件、刑事事件、州単独による PPA が混在する。ここでは民

事事件のみを取り上げる。以下は、被告に対する金銭的負担額が明らかな事件

である。

⑴ミルクの価格協定事件において、クラスアクションにより違反者が 610 万ド

ルの和解金を支払うことで解決された 140。

⑵ミルクの価格拘束事件において、違反者 19 名各自に対して 10 万ドルの民事

制裁金、16 社の各事業者に 100 万ドルの民事制裁金が命じられた 141。

⑶デパートの合併事件において、違反者は７万５千ドルの調査費用及び弁護士

費用の支払が命じられた 142。

⑷スーパーと食料品メーカー 10 社が NY 州の消費者に利用される割引クーポ

ンの数を減らしたという共謀事件において、違反者が総額 420 万ドルの和解

金を支払うことで解決された 143。

⑸病院の医療サービスに関する料金拘束の事件において、違反者に対して訴訟

費用及び弁護士費用として 58 万３千ドルの支払が命じられた 144。

　その他に、州訴訟として眼科施術師のボイコットに対して、違反者は 2,500

ドルの訴訟費用が命じられた事件がある 145。以上、被告に対する金銭的負担

額を合計すると 2,886 万 500 ドルという莫大な額である。しかし、他の州に比

較して差止のみで解決された事件も多い。以下の３件は、差止請求事件におい

て、Parens Patriae の権限が認められている。

⑴建設業者の談合事件において、違反者に対する間接的被害者の３倍額賠償は

否定されたが、州の差止請求は認められた 146。

⑵ごみ収集業者の談合事件において、違反者に対する州の差止請求は認められ

た 147。

⑶ニュージャージー州の法律が同州内でのミルクのコスト以下での販売を禁止



65

論　　　説

するのは、ニューヨーク州のミルク販売者を差別する効果を有し、合衆国憲

法の通商条項に違反するとしてニューヨーク州がニュージャージー州農務長

官を提訴した事件 148 において、1989 年５月 24 日時点での最終判決は未定

だが、ニューヨーク州司法長官の権限自体は認められた。

　同州の訴訟は、カリフォルニア州と同様に「the People of the State of New 

York」と事件名に書かれていても、刑事事件と民事事件の両方が混在する 149。

そして法廷意見は、ひとつの裁判所は州の反トラスト法 340 条に基づき、民事

制裁金を課した後においても刑事の管轄権を維持するとする。違反者にとって

は、民事訴訟における間接的購入者に対する３倍額賠償は免れても、刑事訴訟

において刑事罰を科される場合がある。

⑭ノースカロライナ州

75-15 条「州司法長官は、違反行為者に対して州或いは州の機関及び役員を

代表して州の名において訴訟提起することができる。」

　同州は、州の名において提訴した事件は病院の合併事件が１件 150 あるのみ

である。

⑮ペンシルベニア州

372-204 条「⒞州司法長官は、州或いは連邦の反トラスト法違反行為者に対

して、州のすべての公的機関もしくは州民を代表して民事訴訟を提起する

権限を有する。」

　同州の州訴訟14件のうち、PPAは９件と比較的多い。連邦法に基づく訴訟は、

ホームヒーティングオイルの価格拘束事件 151 と学校に配給されるミルクの談

合に関して時効が問題となった事件 152、及びおもちゃの価格拘束事件がある。

Playmobil 事件は、P 社が同社製品（おもちゃ）の販売にあたり、小売業者と

共謀して価格拘束を行っていたもので、既に司法省から提訴され、違反行為を

５年間禁止する旨の同意判決を下された。P 社は、同州からは PPA を提起され、

総額 27 万５千ドルを賠償する旨の同意判決を下されている 153。

　残る６件は特に Parens Patriae の条文の引用はない。清涼飲料水業者の市場
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及び顧客制限事件 154、食品業者の企業結合事件、市による電力会社に対する

損害賠償請求事件 155 の３件は、州司法長官或いは州の立証不十分により原告

側が敗訴しているが、州司法長官の Parens Patriae の権限、及び市の Parens 

Patriae としての提訴権限は認められている。

⑴病院の企業結合事件２件は、敗訴した１件の被告は調査費用として州司法長

官に１万ドルを支払う旨命じられ、州司法長官は将来の反トラスト法執行の

ために使用できる旨、他の１件は反訴を提起した被告が調査費用５万ドルを

支払う旨命じられている。

⑵医薬品の特許権者による取引制限事件 156 は、州司法長官が Parens Patriae

の権限に基づき、州の民間企業と共同原告となって、医薬品の先発品製造業

者と後発品業者の取引制限の共謀に対する事件である。

⑯テネシー州

47-18-109 条「違反行為による算定可能な金銭的損害を被った者は、個別に

訴訟提起し実損害賠償を請求することができる。当該違反行為が故意であ

ると裁判所が認定した場合には、実損害の３倍額か或いは他の必要かつ適

切な賠償請求ができる。３倍額賠償の決定についてトライアルは、①消費

者又は他の権利者、②被害者に対する違反行為の態様、③被害者の損害、

④違反行為者の故意の有無、を考慮して判断する。」

　同州においては州訴訟が 23 件あり、その内被告に対して金銭的負担が課さ

れた事件は 14 件である。PPA7 件の中には、連邦電話法上の Parens Patriae

の権限に基づいた事件もある。

　連邦法 6103 条は以下のように規定する 157。

「すべての州の司法長官は、州民の利益のために違法な電話販売に対して

Parens Patriae として違反者を提訴し、損害賠償及び差止等の請求をする

ことができる。」

　同条文を適用した事件は、州の請求の修正と FTC の請求したサマリージャッ

ジメントを認め、被告は敗訴した 158。残る６件のうち２件は、州司法長官の
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Parens Patriae の権限を認めながら、損害賠償請求については却下した。

⑴共同墓地の事件 159 は、被告らの葬儀業者が市民に対して日曜日の埋葬を拒

否することの共謀により葬儀を遅らせたとして、州司法長官が差止と３倍額

賠償及び弁護士費用を請求した事件である。ここでの争点は、被告がシャー

マン法１条に違反するならばその結果として州市民は直接に損害を受けたか

どうか、もし原告らが救済を得る権利があるとしたら各人の賠償額はいくら

か、原告は差止を求める資格があるかどうかである。裁判所は、被告が日曜

日の葬儀をしないことの共謀は、シャーマン法１条に違反するため、原告の

差止請求は認められるが、損害賠償及び弁護士費用については退けた。

⑵被服製造業者による再販売価格の拘束事件 160 においても、州及び市民の利

益のために活動する州司法長官の権限は、コモンロー上認められるが、価格

拘束による被服の購入者個々人のために損害賠償を請求する権限までは拡張

されないとした。

⑶ガソリンの価格拘束事件 161 においては、私人がガソリン小売業者に対して

クラスアクションを提起し、当該訴訟に州司法長官が参加して州内のガソリ

ン購入者を代表したことについて、裁判所は、Parens Patriae の権限によっ

ても、連邦民事訴訟規則 23 条の要件を満たさなければならないとした。

⑷この事件は、不特定多数の少額な損害に対する賠償方法としてユニークな事

件である。日用品の卸売業者と小売業者の取引制限や市場割当について、違

反者は、州司法長官が裁量により選択した商品を、２週間継続して原価で州

内の消費者に提供し、州に対して 2,500 ドルを支払う旨の判決が下された 162。

⑸石油販売業者の再販売価格の拘束に対して、違反者は同意判決により 89 万

ドルの支払いを命じられた 163。

⑹自動車修理サービスの価格拘束に対して、違反者は同意判決により、訴訟費

用及び調査費用として約７万４千ドルを州司法長官に支払う旨命じられた 164。

　同州の事件で特徴的なことは、違反行為者に課された金銭的負担の額が比較

的高額なことである。

　同州の事件で特徴的なことは、違反行為者に課された金銭的負担の額が比較
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的高額なことである。以下は、州訴訟において敗訴した被告に金銭的負担が課

された事件で、すべて同意判決である。

⑴乳製品の価格拘束及び地域割り当てに対して、総額 85 万ドルの支払い命令 165。

⑵自動車車体修理の価格拘束に対して、調査費用 10 万ドルの支払い命令 166。

⑶乳製品等の価格拘束に対して、公立学校・学区域に分配するための解決金

70 万ドルの支払い命令（そのうち調査費用は 17 万５千ドルである）167。

⑷自動車車体修理の価格拘束に対して、調査費用・弁護士費用を含み総額

４万３千ドルの支払い命令 168。

⑸乳製品の価格拘束に対して、５年間の解決金として 16 万 3,375 ドル及び弁

護士費用・訴訟費用の支払い命令 169。

⑹乳製品の地域割当に対して、州司法長官に 100 万ドルの支払い命令 170。

⑺ミルクの談合に対して、損害回復のために 25 万ドルを州司法長官への支払

いを命令 171。

⑻健康管理連盟による価格拘束、ボイコット、地域割当に対して、15 万ドル

を地域コミュニティセンターへ、15 万ドルを調査費用として支払い命令 172。

⑰テキサス州

　テネシー州と同様の傾向が見られるのがテキサス州である。同州法は州法

15.40 条において、連邦法違反に対して州及び州の公的機関を州司法長官が代

表して訴訟提起する権限を認めているが、州独自の Parens Patriae 規定をも

たない。しかし判例においては、州法に当該文言はなくとも、議会は州司法長

官に対して、違反者は Parens Patriae の権限を付与し、それを意図していると、

裁判所は判示している 173。25 件の州司法長官による訴訟の内、PPA は６件で

あり、上記以外の事件はすべて保険業界の価格拘束及びボイコット事件である。

保険業界の５件は、複数の保険業者に対して莫大な金銭的負担が課されている

こと、及び賠償金の用途において特徴的である。事件の概要は、複数の保険業

者が一般保険について保険でカバーされる保証内容を制限し、その他の保証及

び競争者を排除し保険価格を引き上げる等の行為を行っていたものであり、す

べて違反者は同意判決により解決された。
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⑴ 1989 年の２事件において、州に対して調査費用と弁護士費用を、各事件共

に 50 万ドル支払う旨の判決が下された 174。

⑵ 1991 年の２事件において、25 万ドルを州司法長官に支払い、州司法長官は

大学の自然科学の奨学金に当てること、50 万ドルから訴訟費用・弁護士費

用を差し引き、残額をテキサス大学の奨学金に寄付することとした判決が下

され、総額 75 万ドルが支払われた 175。

⑶５番目の事件は、保険事業者７社と個人に対して、1,100 万ドルを訴訟費用・

弁護士費用として、300 万ドルを州の保険業界監視促進の教育・訓練のため

に州に支払う旨の判決が下された 176。

　これらの５事件は、事件名は同一であるが被告名は異なっている。莫大な金

額が州の高等教育機関に寄付され、或いは州の財政に供され、価格拘束を受け

た保険加入者には直接分配されていないことに特徴がある。

　その他、被告に対する金銭的負担額が明らかな州訴訟は以下の通りである。

⑴機械金属販売事業者の価格拘束に対して、違反者は同意判決により訴訟費用・

民事制裁金 1,500 ドルの支払いを命じられた 177。

⑵バインダーメーカーの市場割当に対して、違反者は訴訟費用 500 ドルの支払

いを命じられた 178。

⑶刑務所建設計画の談合に対して、違反者は２万５千ドルの賠償金の支払いを

命じられた 179。

⑷清涼飲料水事業者の合併事件では、違反者は同意判決により２万５千ドルの

調査 ･ 訴訟費用の支払いを命じられた 180。

⑸重機の談合に対して、違反者は同意判決により民事制裁金３千ドル、調査費

用及び弁護士費用７千ドルの支払を命じられた 181。

⑹葬儀業者３社による火葬サービスの価格拘束に対して、違反者は同意判決に

より各々１千ドル、３万ドル、７万５千ドルの支払いを命じられた 182。

⑺耳鼻咽喉科医師のボイコットに対して、同意判決により被告３名の医師は、

各自３万ドルを調査費用・弁護士費用として支払う旨を命じられた 183。

⑻ミルク業者の合併に対して、違反者は同意判決により３万ドルを調査費用・
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弁護士費用として支払う旨を命じられた 184。

⑼移動住宅の保険に関する抱き合わせ販売及び市場割当に対して、違反者は同

意判決により２万５千ドルを弁護士費用・調査費用として州に支払う旨を命

じられた 185。

　以上の訴訟事件から、テキサス州の司法長官による訴訟は活発であり、同州

における州司法長官の役割は、テネシー州と同様に、PPA と同様の役割を果

たしているということができる。

⑱ワシントン州

　ワシントン州法は、19.86.080 条において、州司法長官は違反行為者に対し

て訴訟費用と弁護士費用を請求することができると規定する。同州に州単独の

PPA は存在しないが、30 件の州訴訟の内 20 件は被告に対して金銭的負担が課

されている。損害賠償が課された事件では、医療関連の違反行為について、違

反者は無料の医療サービスの費用として賠償金 82 万５千ドルを支払った 186。不

当表示の２事件においては、将来の反トラスト法執行及び消費者教育のために

１万 4,500 ドルの支払い 187、将来の反トラスト法執行と教育、及び訴訟費用・弁

護士費用として 28 万５千ドルの支払いを命じられた事件 188 があるが、これら

の事件における金銭的負担が、賠償金であるのか民事制裁金であるのかは明示

されていない。その他に、民事制裁金とは別に、金額の一部を将来に予想しう

る違反行為の解決のために民事制裁金という名目で金額を指定している事件 189

や、違反者に対して民事制裁金として指定した金額の一部を支払猶予した事件
190 があるのは、他州にあまり例のない特徴である。   

　その他、被告に対する金銭的負担の額が明らかな州訴訟は以下の通りである。

⑴不動産仲介手数料の価格拘束に対して、違反者は同意判決により５千ドルの

訴訟費用と弁護士費用の支払いを命じられた 191。

⑵スキューバーダイビング用品の再販価格拘束に対して、違反者は同意判決に

より２万ドルの民事制裁金・訴訟費用・弁護士費用の支払いを命じられた 192。

⑶不動産仲介業者の同意判決に従わなかったとする違反行為につき、違反者は

再び同意判決により、弁護士費用・訴訟費用として 28 万 9,522.61 ドルの支
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払いを命じられた 193。

⑷ビール配給業者の価格拘束及び地域割当に対して、違反者は同意判決により

民事制裁金１万ドル、弁護士費用・訴訟費用として６千ドルの支払いを命じ

られた 194。

⑸健康管理サービス契約の価格拘束に対して、違反者は同意判決により訴訟費

用・弁護士費用として１万８千ドルの支払いを命じられた 195。

⑹植木植物の卸売業者による価格拘束に対して、違反者は同意判決により１千

ドルの調査費用 ･ 弁護士費用の支払いを命じられた 196。

⑺複写機の価格拘束及び顧客割当に対して、違反者は同意判決により民事制裁

金２万２千ドル、訴訟費用・弁護士費用として 5,050 ドルの支払いを命じら

れた 197。

⑻分解可能なゴミ袋の不当表示に対して、違反者は訴訟費用として２万５千ド

ルの支払いを命じられた 198。

⑼金属製品の不当表示に対して、違反者は同意判決により民事制裁金２万５千

ドル、訴訟費用 ･ 弁護士費用 5,706.31 ドルの支払いを命じられた 199。

⑽薬局薬品の補償金支払い契約、価格拘束、ボイコット、取引拒絶に対して、

違反者は同意判決により 2,500 ドル弁護士費用、５千ドル民事制裁金の支払

いを命じられた 200。

⑾歯科健康保険に関する価格拘束に対して、違反者は同意判決により２万ドル

の弁護士費用と訴訟費用の支払いを命じられた 201。

　この他に、企業結合に関する事件３件は総額約 100 万ドル以上の民事制裁金

等を被告に課しており、ワシントン州における被告に対する金銭的負担額は高

額である。以上のように、同州の司法長官による訴訟は活発であり、同州にお

ける州司法長官の役割は、PPA と同様の役割を果たしているということがで

きる。
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４．規定のない州
　州司法長官の役割或いは Parens Patriae、もしくはそれに類似する規定を持

たない州は 10 州である。インディアナ州、ノースダコタ州、サウスカロライ

ナ州、ワイオミング州の４州は、過去 25 年間において反トラスト法に関する

州単独訴訟は見当たらない。ミシシッピー州、ネバダ州、ニューハンプシャー

州、ニューメキシコ州、バーモント州、ウィスコンシン州の６州においては事

件がみられ、特徴的な事件のみを紹介することとする。

　ミシシッピー州の事件は１件のみで、以下の内容の連邦法に基づく PPA

である。この事件は、乳児用ミルクの製造業者３社が、同州の市場において

80％のシェアを持ち、その独占力を濫用して 1980 年から 1992 年までの 12 年間、

同州の消費者への乳児用ミルクの販売で過剰請求を行っていたことに対し、州

司法長官が住民を代表して PPA を提起したものである。実際の被告らの共謀

は、当該州を含む米国全域における当該商品の卸売価格についての価格拘束の

合意であった。過去 10 年間、当該商品の原料となるミルクの価格は 36％値上

がりしたが、被告らは当該商品の卸売価格を 120％引き上げた。小売業者は被

告らの卸売価格に基づいて価格を決定するために、小売価格は被告らの請求し

た卸売価格によって直接の影響を受けた。原告は、州の反トラスト法違反を理

由として、３社が各々 500 ドルの民事制裁金を州に支払うよう請求した。さら

に、州の消費者保護法に違反して、不正競争及び不正取引行為を行ったと主張

した。1995 年２月、被告３社はいずれも外国事業者であるから、連邦地裁へ

移送されるべきであり、その場合に、州司法長官は州民を代表して訴訟提起す

る権限はないと主張した。裁判所は、原告が主張しているのは州法に基づいた

主張であり、連邦法は州法に優先するわけではない。したがって、本件は州裁

判所において審理されるとした 202。

　ミシシッピー州法 75-24-15 条は消費者保護法の規定で、以下のように規定

している。
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75-24-15 条「⑴本章の違反行為に対して、被害を受けた一般消費者は、損害

賠償訴訟を提起できる。

⑵原告となるものは、まず第１に、州司法長官による裁判外の和解・仲裁に

よる紛争解決手続きを経なければならない。

⑶本章に基づくすべての訴訟及びクラスアクションは、個々人の利益のため

に、その名において訴訟提起するものでなければならない。」

　また、州法 75-24-19 条は、以下のように規定している。

75-24-19 条「⑴民事賠償について：⒜消費者保護法に違反した者は、各違反

行為につき１万ドルの民事制裁金を州の一般会計に納付する。当該民事制

裁金の執行は、州司法長官が行う。⒝民事制裁金の２分の１は消費者保護

局に収め、同局は州司法長官の基金に入金し、州司法長官は当該資金を消

費者欺瞞に関する教育の他、消費者保護局の活動資金・調査資金に支出す

る。他の２分の１は、州の一般会計に納付される。その他に、州司法長官

は調査費用・妥当な弁護士費用を請求することができる。」

　これらの規定から推察できることは、同州における消費者の被害は、まず第

１に、州司法長官による裁判外の和解或いは仲裁により解決されるか、或いは、

クラスアクションや州司法長官による訴訟に典型的な、少額で多数の被害者の

救済については、将来の違反行為を予防するという形での還元に留まっている

ものと思われる。

　ネバダ州においては、州訴訟が２件のみであるがその内の１件は、ガソリン

の再販売価格の拘束に対して、違反者は民事制裁金 6,250 ドルの他、反トラス

ト法に関するパンフレットを作成し、地域産業界に配布するための費用として

１千ドル、及び州へ１千ドル、総額 8,250 ドルを支払う旨の同意判決で解決さ

れた 203。

　ニューメキシコ州においては、天然ガス購入者 35 万人及び州の機関を州司

法長官が代表したクラスアクションにおいて、総額 7,480 万ドルを支払う旨の

和解により解決した事件がある。購入者への賠償金は 3,260 万ドルがあてられ
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たので、１購入者あたり 100 ドル弱が分配されたことになる 204。また、掃除

機の価格拘束事件においては、州司法長官の Parens Patriae の権限が認めら

れている 205。

　バーモント州においては、州内の木材ストーブの価格拘束についての連邦法

に基づく PPA がある。この事件は、木材燃料ストーブの販売業者とその共謀

者がストーブの価格引上げを行い、価格を維持しないで販売 ･ 公告を行った者

に対しては脅迫を行っていたもので、州司法長官が提訴し、シャーマン法違反、

州の消費者不法行為法、州法の禁止する不正競争を理由として差止、損害賠償

及び民事制裁金を請求した。被告はサマリージャッジメントの申立を行ったが、

裁判所は被告の申立を退けた 206。

５．まとめ
　これまでの分析の結果、州において独自に Parens Patriae の権限規定を有

する州は、23 州であった。そして、それらの州の規定は、全体的には連邦法

上の Parens Patriae 規定を模範としながら、各州によって、いくつかの特徴

的な規定内容となっていることが分かる。

（１）PPA の提訴権限

　以下の州においては、Parens Patriae の権限に基づく民事訴訟の提訴権限を、

州司法長官以外の者にも認めている。カリフォルニア州法 16760 条は、条文上

は州司法長官についての権限のみを規定しているが、判例において地方検察官

及び郡に対しても Parens Patriae の権限を認めている。ハワイ州法 480-14 条

は、州の消費者保護局長に対しても Parens Patriae の権限を明文で認めている。

フロリダ州法 542.22 条は、州司法長官が文書により許可を与えることを条件

として、州検察官に対して当該権限を認める旨を規定している。ハワイ州とフ

ロリダ州において、実際にどの程度州司法長官以外の者による PPA があるか

は明らかではない。その理由は、原告名が個人名で記載されている場合には、

私的個人と公務員としての代表者の個人名との区別が困難であり、このような

個人名のみの記載は、州訴訟においても見られた現象である。したがって、膨
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大な数の判例から、個人名による訴訟が私人間による訴訟であるのか、或いは

公務員としての個人名であるのかを見極めて、公務員による訴訟のみを抽出す

ることは、事実上不可能であるからである。しかし、このように当該権限を州

の一部地域を管轄する者にも付与していることは、被害が州の一部であっても

州の負担で被害者救済の手段を準備していると捉えることができる。また、州

法に Parens Patriae 規定をもたないペンシルベニア州は、市の提起した電力

会社に対する損害賠償請求訴訟において、市の Parens Patriae の権限を認容

している。

（２）PPA における被害者の範囲

　PPA によって保護を受ける被害者の範囲は、連邦法上の Parens Patriae の

権限に基づき、州司法長官に代表される被害者は州に居住する自然人のみであ

る。ところが、アラスカ州、コネチカット州、アイオワ州、メリーランド州、

オハイオ州、ユタ州、バージニア州の７州は、州に居住する自然人に限らない

規定を有する。アラスカ州の規定は、州司法長官が州内の事業者をも代表する

ことができる旨を規定している。コネチカット州、アイオワ州、メリーランド

州、オハイオ州、およびユタ州の規定は、州民の他、州の一般経済に影響を与

える違反行為に対して州の機関を代表して PPA を提起することができる旨を

規定している。また、バージニア州の規定は、州民を代表するとの文言はなく、

州の一般経済に対する損害を代表する旨を規定する。このように規定の仕方か

らは、州司法長官による民事訴訟自体を PPA として捉えることが可能である。

そして、そのような解釈が可能であれば、これらの州における州司法長官によ

る民事訴訟の大部分を、PPA と捉えることが可能である。

（３）PPA における賠償金額

　PPA によって違反行為者に請求することができる賠償金の額は、連邦法上

は３倍額である。これに対して、以下の州においては、賠償金額を制限する規

定を有する。アーカンソー州は、実損害賠償請求を原則としている。コロラド

州、デラウェア州、アイダホ州、マサチューセッツ州は、実損害賠償請求を原

則とし、違反行為が当然違法に該当する場合には３倍額賠償を請求できる旨を
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規定している。オレゴン州は、被害者との関係において、違反行為が間接的で

あり当然違法に該当しない場合には、実損害賠償請求としている。ロードアイ

ランド州は、間接的な被害者の請求を制限或いは否定する旨を規定している。

（４）賠償金の分配

　賠償金の分配に関しては、以下の州において、特徴的な規定を有する。コロ

ラド州は、賠償金が少額で被害者への個別分配が困難な場合には、州の一般会

計に納入するか、或いは消費者の購入する商品の価格を値引きするためのクー

ポンとして利用されることを規定している。Parens Patriae という訴訟の性質

上、被害者数を特定する手続は、訴訟終結後である場合が多く、すべての被害

者の特定が困難な場合、或いは被害者の自己申請を待つ等の理由によって時間

がかかる場合、もしくは金額が少額であるために個別分配が困難な場合がある。

これに対応するためには、賠償金を民事制裁金という名目で一旦、州の一般会

計に納入し、被害者への個別分配或いは被害者に間接的な賠償となる形で分配

していく方法が採られる。これまで述べてきた事件においても、間接的分配と

いう方法により、具体的には病院の無料診療、商品を特定しないクーポン券（額

面のみを指定した商品券）の配布、慈善団体等への寄付、大学への奨学金等、

州民の利益となる様々な形で還元されている。

　賠償金のこのような分配方法は、一定の評価に値する 207。なぜなら、たと

えば病院等の違反行為者の場合には、多くの人々に対する無料診療によって、

違反行為者は自ら診療費を負担することになり、行為に対する制裁という意味

で正当化される。商品を特定しないクーポンの配布は、過去の判例では違反行

為者の商品購入のためのクーポンが配布され、当該違反行為者はクーポンが使

用されることにより新たな利益を受けるという矛盾を解決するよい方法といえ

るからである。

（５）規定のない州における Parens Patriae の権限の認定

　既に述べたように、州法において Parens Patriae 規定をもたない州におい

ても、PPA は提起されている。特に、ニューヨーク州、ペンシルベニア州、

テネシー州、テキサス州は、PPA が活発である。複数の判例においては、州
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法或いは連邦法の条文を引用することなしに、Parens Patriae の権限を認定し

ている。

⑴ルイジアナ州の事件における法廷意見は、「州法には Parens Patriae の文言

はないが、州司法長官には州の公益のために幅広い権限が与えられており、

本件訴訟は、州民のため、州の経済のために提起されたものであるから、州

司法長官の原告適格は認められる」と判示している 208。

⑵ペンシルベニア州の事件における法廷意見は、「PPA 形態は、反トラスト法

上の損害賠償請求訴訟におけるクラスアクションの代替を意図したものでは

ないが、集合的な請求をまとめて訴訟提起する方法としては、クラスアクショ

ンに勝る訴訟形態である」として、PPA を認定している 209。

⑶テキサス州の事件における法廷意見は、「州法に Parens Patriae の文言自体

はなくとも、議会は州司法長官に当該権限を与えることを意図している」と

判示している 210。

　以上の法廷意見は、被告が州司法長官の原告適格を争ったことに対する判事

の説示である。本章においては、各州法上の Parens Patriae の規定の有無と、

各規定の特徴、及び判例を挙げてきたが、州法に当該規定を有する州と、規定

のない州における PPA 数には特段の差はみられない。州訴訟の活発な州にお

いては、PPA も多い傾向がみられた。そして、州訴訟と PPA の差異は、特段

みられず、どちらも同じ機能を果たしているという傾向がみられた。

６．結論
　米国各州法の規定を調査した結果、米国州全体の約４割の州において、州法

上の Parens Patriae 規定を有することが明らかになった。そして、半数以上

の州においては、特に Parens Patriae 規定を有していない。しかし、Parens 

Patriae の文言を有する規定と、Parens Patriae の文言のない規定を比較する

と、どちらも、州司法長官が州或いは州の機関もしくは州民を代表して、反ト

ラスト法上の民事訴訟を提起する権限を有することを規定している点におい

て、同様であることは明らかである。さらに、これまでの各州の規定と事件を



78

分析した結果として現れてきたことは、第 1 に、州に Parens Patriae 規定が

あるか否かによって、州司法長官による訴訟の活発度に明確な差がみられない

ことである。第２に、州司法長官による民事訴訟は、私人による民事訴訟と同

様に、敗訴した側が調査費用或いは訴訟費用、更には州司法長官の弁護士費用

或いは民事制裁金を負担することである。第３に、州司法長官による訴訟は刑

事罰が少なく、圧倒的に民事訴訟により、民事制裁金或いは賠償金といった金

銭負担となっていることである。第４に、州司法長官が Parens Patriae の権

限を行使するのは、違反行為によって被害を被った人々の損害回復だけではな

く、予測される被害を未然に防ぐ目的で差止という形で行使されることである。

そして第５に、州司法長官による民事訴訟は、州の経済のため及び違反抑止の

ために行う州訴訟と、州或いは州民を代表して行う PPA と、州の機関或いは

人々を代表して行うクラスアクションと、これら３形態の訴訟は手続的な差異

はあっても、機能としては同一のものとして理解して差し支えない役割を果た

しているということである。更に言えば、法廷意見の中で、連邦法或いは州法

の Parens Patriae 規定が引用されているか否かにかかわらず、州司法長官が

州の名において提起する民事訴訟は、州の経済或いは州の機関・事業者もしく

は州民のために行われているということである。すなわち、州の名において提

起された州訴訟それ自体が、Parens Patriae の意味合いを持っているというこ

とである。このことは、多州間訴訟のトヨタ自動車事件 211 における法廷意見

でも明らかである。すなわち、この事件の法廷意見は、州法に Parens Patriae

規定を有するコロンビア特別区、メリーランド州、デラウェア州の規定と同様

に、州法に Parens Patriae 規定を明記していないペンシルベニア州法の条文（前

述した同州の条文と同一である）を引用して、Parens Patriae の権限を認めて

いる。したがって、各州の州法の条文に Parens Patriae の文言が明記されて

いる州のみが、州司法長官に Parens Patriae の権限を認めていると解釈する

ことは妥当ではない。各州法の州司法長官の権限に関する規定は、同様の意味

を有しており、各州の司法長官による民事訴訟は、州訴訟及び PPA のどちらも、

同じ意味を有すると解釈することが妥当と思われる。
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　もはや、州司法長官による民事訴訟を、州訴訟と PPA に分類する実益はなく、

どちらも同じ機能・役割を果たしているということができる。そのように解釈

すると、州単独訴訟の総数は、PPA の総数と捉えることが可能である。そし

て、州単独訴訟と多州間訴訟を合わせた反トラスト訴訟の総計は、25 年間に

おける PPA の総計と捉えることが可能である。すなわち、州司法長官は、多

数の少額被害者を救済するという重要な役割を果たしているのである。この重

要な役割は、クラスアクション制度が修正されても、州司法長官による訴訟の

優位性は劣らない。クラスアクションは、多数の被害者を特定の者が代表して

訴訟提起する点において、私的な司法長官による損害賠償訴訟といえるが、個々

の被害者の被害額が少額である場合には、賠償金が弁護士への報酬に消える確

率が高く、弁護士のための訴訟になりかねない点で批判されている。また、ク

ラスアクションのメンバーに対する可能な限りの個別通知の規定も、個々人の

損害額が少額であるのが典型的な消費者損害の場合には、通知費用の高額化は

多数の少額被害者の救済のための訴訟形態としては現実的とはいえない。した

がって、多数の少額被害者の救済には、州司法長官による訴訟追行が勝ってい

るといえる。ただし、州司法長官による訴訟は、勝訴する確率の高い案件のみ

を事件として採らざるを得ないという行政機関の財政の限界がある。その点に

おいて、州訴訟としての救済が与えられない多数の被害者について、クラスア

クションによる救済が必要と思われる。
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